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令和８年第２回取手市議会定例会提出予定議案説明記録【未校正】 

 

 

○市長（中村　修君）　それでは、議案第 27 号から第 40 号まで、及び報告第１号から第

６号までの 20 件を一括して、提案理由をご説明申し上げます。 

議案第 27 号、取手市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条

例についてであります。本件につきましては、地方自治法施行令が改正され条項の移動が

生じることに伴い、条例を引用する条例の規定を改正するものであります。 

議案第 28 号、取手市印鑑条例の一部を改正する条例についてであります。本件につき

ましては、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行に伴い、在留カード

または特別永住者証明書が個人番号カードと一体化できるようになることから、必要な措

置を講ずるため、本条例の一部を改正するものであります。なお、法律の施行日が令和８

年６月 14 日であることから、先議をお願いするものでございます。 

議案第 29 号、取手市税条例の一部を改正する条例についてであります。本件につきま

しては、国の法改正を踏まえ、市においても所要の措置を講ずるため、本条例の一部を改

正するものであります。 

議案第 30 号、取手市立取手東小学校体育館長寿命化改良校舎改修工事請負契約の締結

についてであります。取手市立取手東小学校の体育館は、建築後 40 年以上が経過してお

り、施設の老朽化が進んでおります。このことを踏まえ、体育館の長寿命化改良工事とと

もに、校舎及び体育館のバリアフリー改修、校舎と放課後子どもクラブ室の照明器具ＬＥ

Ｄ化改修等を実施し、学校環境の整備を図るため、本契約を締結するものであります。 

議案第 31 号、藤代スポーツセンターＬＥＤ照明器具の取得についてであります。本件

につきましては、藤代スポーツセンターＬＥＤ照明器具の賃貸借契約を締結するに当たり、

当該契約により、契約期間満了後に、契約の相手方から市にＬＥＤ照明器具が無償で譲渡

されることとなるため、地方自治法に規定する財産の取得に関わる議会の議決を求めるも

のであります。 

議案第 32 号、消防団用防火衣の取得についてであります。本件につきましては、消防

団用防火衣を更新するため、賃貸借契約を締結するに当たり、当該契約により、契約期間

満了後に、契約の相手方から市に防火衣が無償で譲渡されることとなるため、地方自治法

に規定する財産の取得に係る議会の議決を求めるものであります。 

議案第 33 号、消防指令車の取得についてであります。本件につきましては、経年劣化

が進む戸頭消防署と椚木消防署の消防指令車を更新するため、本契約を締結するものであ

ります。 

議案第 34 号、資機材搬送車の取得についてであります。本件につきましては、経年劣

化が進む吉田消防署の資機材搬送車を更新するため、本契約を締結するものであります。 
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議案第 35 号、消防団ポンプ自動車の取得についてであります。本件につきましては、

経年劣化が進む取手市消防団第９分団の消防ポンプ自動車を更新するため、本契約を締結

するものであります。 

議案第 36 号及び第 37 号、ＬＥＤ防犯灯の取得について（追認）であります。本件につ

きましては、既に契約を締結した、ＬＥＤ防犯灯賃貸借契約について、当契約により、契

約期間満了後に契約の相手方から市にＬＥＤ防犯灯が無償で譲渡されることとなっている

ことから、地方自治法に規定する財産の取得に係る議会の議決（追認）を求めるものであ

ります。 

議案第 38 号及び第 39 号、ＬＥＤ防犯灯の取得に係る議決事項の変更について（追認）

であります。本件につきましては、議案第 36 号及び第 37 号に係るＬＥＤ防犯灯賃貸借契

約について、それぞれ契約の追加・変更を行っていることから、議案第 36 号及び第 37 号

の議決（追認）と合わせ、議決事項の変更の議決（追認）を求めるものであります。 

議案第 40 号、令和８年度取手市一般会計補正予算（第１号）についてであります。補

正予算の規模は、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ１億 4,210 万 9,000 円を増額し、

予算総額を 500 億 5,210 万 9,000 円とするものであります。補正予算の主な内容は、大き

く２点ございます。 

１点目は、最高裁判決等を踏まえた生活保護費等の追加給付であります。国が平成 25

年に行った生活保護費の基準改定が、令和７年の最高裁判決により取消しとなったことを

受け、保護費等の追加給付を行うため、必要となる経費を計上しております。 

２点目は、新川第１排水機場除じん機改修工事であります。除じん機の塵芥を捕捉する

スクリーンの交換工事を行うため、必要となる経費を計上しております。 

続きまして、報告第１号、令和７年度取手市一般会計予算の継続費に係る繰越計算書に

ついてであります。本件につきましては、都市計画道路再検討調査事業に係る繰越計算書

を調整いたしましたので、御報告を申し上げるものであります。 

報告第２号、令和７年度取手市一般会計予算の繰越明許費に係る繰越計算書についてで

あります。本件につきましては、防犯カメラ設置補助事業ほか 37 件の繰越事業に係る繰

越計算書を調製いたしましたので、ご報告申し上げるものであります。 

報告第３号、令和７年度取手市取手駅西口都市整備事業特別会計予算の繰越明許費に係

る繰越計算書についてであります。本件につきましては、取手駅北土地区画整理事業及び

取手駅西口Ａ街区複合公共施設整備事業に係る繰越計算書を調製いたしましたので、ご報

告申し上げるものであります。 

報告第４号、令和７年度公益財団法人取手市文化事業団決算報告書並びに令和８年度公

益財団法人取手市文化事業団事業計画についてであります。本件につきましては、地方自

治法の規定に基づき、同法人より報告を受け、議会にご報告申し上げるものであります。 

報告第５号、2025 年度公益財団法人取手市健康福祉医療事業団決算報告書並びに 2026

年度公益財団法人取手市健康福祉医療事業団事業計画についてであります。本件につきま

しては地方自治法の規定に基づき、同法人より報告を受け、議会にご報告申し上げるもの

であります。 
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報告第６号、令和７年度一般財団法人取手市農業公社決算報告書並びに令和８年度一般

財団法人取手市農業公社事業計画についてであります。本件につきましては、地方自治法

の規定に基づき、同法人より報告を受け、議会にご報告申し上げるものであります。 

以上、提案理由をご説明申し上げました。詳細につきましては、担当部長から説明をさ

せていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 

○総務部長（立野啓司君）　総務部、立野です。これから令和８年第２回取手市議会定例

会に提出予定の議案説明について、それぞれの所管部長から説明させていただきます。よ

ろしくお願いいたします。 

それでは、議案第 27 号、取手市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を

改正する条例について、御説明いたします。本件につきましては、地方自治法が改正され、

地方自治法施行令の規定が追加されることに伴い条項に移動が生じることから、この条項

を引用している取手市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の規定について改正す

るものでございます。 

続きまして、議案第 28 号、取手市印鑑条例の一部を改正する条例について、御説明い

たします。本件につきましては、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施

行により、住民基本台帳に記録されている中長期在留者または特別永住者が、個人番号カ

ードと一体化した特定在留カードまたは特定特別永住者証明書を交付申請することにより、

印鑑登録証明書の交付申請に際し、窓口申請、コンビニ等の多機能端末機、それぞれの場

合について、個人番号カードと同様に取り扱うことができることとするための規定の整備

を行うため、条例の一部を改正するものです。なお、法律の施行日が令和８年６月 14 日

であることから、先議をお願いするものでございます。以上となります。 

○財政部長（海老原輝夫君）　財政部、海老原です。議案第 29 号、取手市税条例の一部

を改正する条例について、御説明いたします。今回の改正は、国の法改正を踏まえ、市に

おいても所要の措置を講ずるため行うものであります。 

１点目は、特定一般医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除特例の適用期間が延長

されるものであります。健康の保持増進及び疾病の予防として、一定の取組を行っている

方が、特定一般医薬品等購入費を支払った場合に適用することができる医療費控除の特例

について、適用期間を「平成 30 年度から令和９年度まで」から、「平成 30 年度以後」に

改正されるものになります。 

２点目は、特定暗号資産取引に係る課税の見直しに伴い、規定の整備を行うものであり

ます。暗号資産の所得に対する課税方式について、雑所得として総合課税されていたもの

から、ほかの所得と区分して課税される、申告分離課税に変更されることに対応するため

のものになります。 

３点目は、固定資産税における物価指数の上昇等を踏まえた免税点の引上げに伴い、所

要の見直しを行うものであります。家屋について、現行の 20 万円から 30 万円に、償却資

産について、現行の 150 万円から 180 万円に引き上げられるものになります。 

以上が議案第 29 号、取手市税条例の一部を改正する条例の説明となります。 

○教育部長（飯竹永昌君）　教育委員会、飯竹です。議案第 30 号、取手市立取手東小学
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校体育館長寿命化改良校舎改修工事請負契約の締結について御説明いたします。契約の相

手方は、赤塚コウキ特定建設工事共同企業体、契約金額は５億 8,877 万 5,000 円で、落札

率は 99.55％でした。 

次に、工事の概要について御説明いたします。議案書２ページをお開きください。取手

東小学校の体育館は、昭和 50 年代前半に建築され、建築後 40 年以上が経過しており、こ

れまで大規模な改修を行っておらず、建物・設備ともに老朽化が進んでいることから、構

造体の長寿命化やライフラインの更新、また省エネ化やライフサイクルコストの低減、多

様な学習環境に対応するための長寿命化改良工事を行い、建物の耐久性を高めます。また、

校舎及び体育館のバリアフリー改修や、校舎及び放課後子どもクラブ室の照明器具ＬＥＤ

化改修、屋外プールを解体した上での駐車場整備等を実施し、学校環境の整備を図るもの

です。この工事の状況につきましては、併せて議案書５ページの図面を御参照ください。

工事の実施に当たり、工事車両が学校周辺道路を通行することとなりますが、現場付近に

適宜、誘導員を配置し、細心の注意を払って行います。さらに、児童の登下校の時間帯に

ついては、工事車両の搬出入を制限するとともに、学校敷地内においては、児童の動線や

作業現場との区画を明確にして安全確保を行います。また、騒音や振動を伴う工事を実施

する際には、低騒音の機械を使用するなど、教育活動及び周辺への影響には十分配慮して

工事を進めてまいります。 

続きまして、議案第 31 号、藤代スポーツセンターＬＥＤ照明器具の取得について御説

明いたします。 

初めに、契約事項について御説明いたします。契約の相手は、ＮＥＣキャピタルソリュ

ーション株式会社です。取得金額は 6,989 万 4,000 円で、落札率は 94.99％でした。議案

書２ページをお開きください。取得理由について御説明いたします。蛍光灯照明器具が令

和９年末に製造終了となることから、施設全体に設置されている蛍光灯照明器具について、

ＬＥＤ照明器具に改修するものです。ＬＥＤ改修については、令和８年 10 月から 10 年間

の賃貸借とし、契約期間満了後は無償譲渡により財産を取得するものです。 

これまで当市におきましては、賃貸借契約について、財産の取得として議会の議決を求

めておりませんでした。しかしながら、他市事例において、契約期間満了後に無償譲渡と

なる賃貸借について、予定価格が一定の額を超える契約については、財産の取得に関する

議決を得ているものが確認されました。改めて庁内において精査した結果、契約を締結し

た時点で将来的に財産を取得することが予定されている賃貸借につきましては、実質的に

は割賦販売による財産の取得と解釈することが適当であると判断し、契約締結時における

予定価格により一定の額を超える契約については、財産の取得として議会の議決を求める

ものと整理しました。このような経緯により、本議案第 31 号及び次の議案第 32 号につき

まして、賃貸借契約ではありますが、手続の透明性をより一層高めるべきと判断し、本定

例会から、財産の取得として議会の議決を求めるものでございます。 

また、後ほど建設部から御説明させていただきます、議案第 36 号から 39 号につきまし

ても、同様の理由により、追認の議案として議会の議決を求めるものでございます。説明

は以上となります。 
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○消防長（岡田直紀君）　消防本部の岡田です。私からは、議案第 32 号から第 35 号まで

を説明申し上げます。 

初めに、議案第 32 号、消防団用防火衣の取得について御説明いたします。契約事項に

ついて御説明いたします。契約の相手は、ＮＸ・ＴＣリース＆ファイナンス株式会社で、

取得金額は 3,293 万 1,360 円でございます。まずは、現在、取手市消防団員が使用してい

る防火衣について説明させていただきます。防火衣の概要としましては、コートタイプの

上着と防火ヘルメットで構成されたもので、市内の各分団に５式ずつを配備しております。

各分団５式としておりましたのは、消防団装備の基準で、ポンプを操作する消防団員と部

長以上となっており、ポンプ操法でも操作員は５名であることから、５式としております。

賃貸借契約については、令和２年９月から今年度８月までの６年間で、契約期間満了後は

無償譲渡されるものでございます。今回契約いたします防火衣については、地域防災の要

となる消防団員に対し、火災対応時の安全を確保し、安心して消防団活動に従事できるよ

う、現在の上着と防火ヘルメットの仕様から、上着と防火ヘルメットに加えて、防火ズボ

ンもセットしたセパレートタイプの仕様としております。リース期間については、取手消

防署と椚木消防署に防火衣約６着をまとめて洗える大型洗濯機が整備されており、はっ水

効果も期待されますことから、以前より１年延長した、７年間の賃貸借契約としておりま

す。契約期間満了時には、無償譲渡により財産を取得するもので、議会の議決を求めるも

のでございます。 

続いて、議案第 33 号、消防指令車の取得についてであります。契約事項について御説

明いたします。契約の相手は、茨城三菱自動車販売株式会社で、取得金額は 2,082 万円で

ございます。更新いたします消防指令車は、取手市常備車両更新計画に基づき更新するも

ので、戸頭消防署に配備して 29 年が経過する消防指令車と、椚木消防署に配備して 25 年

が経過する消防指令車になります。取得する車両は２台とも同じ仕様で、迅速かつ安全に

災害現場へ到着し、高度な指揮統制を行うため、高い機動性と最新の機能を搭載した車両

となります。車体は４輪駆動であることから、緊急走行時においても安定性を有しており、

住宅密集地などの限られたスペースであっても、円滑な転回等が可能であり、現場へ高い

進出能力があります。また、車両後部には牽引用のフックを装備し、船舶や水上バイクを

牽引することを可能としております。さらに、車両後方には荷台があり、火災に対応した

ホースや水害対応資機材などを積載するのに十分な容量と耐久性を有しているため、複合

的な災害事案への柔軟な対応を可能としておる車両でございます。 

続きまして、議案第 34 号、資機材搬送車の取得になります。契約事項について御説明

いたします。契約の相手は茨城日野自動車株式会社で、取得金額は 2,829 万円でございま

す。更新いたします資機材搬送車は、取手市常備車両更新計画に基づき更新するもので、

吉田消防署に配備して 27 年が経過した資機材搬送車になります。更新する車両の特徴と

しましては、土砂風水害に対応するための重機を積載することを可能としております。ま

た、水害対応用の土のうやボート、救助用の資機材など、形状の異なる多種多様な資機材

を迅速に積載・搬送するため、平ボディー構造を採用し、災害種別を問わない汎用性を確

保しております。また、クレーン装置及びウィンチを装備しており、災害現場における迅
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速な障害物の除去、悪路での車両の脱出支援や消防活動時における重要物の牽引等が可能

となり、多種多様化する災害に対応できる車両となっております。 

続きまして、議案第 35 号、消防団ポンプ自動車の取得になります。契約事項について

御説明いたします。契約の相手は、株式会社モリタ東京支店で、取得金額は 2,325 万

9,960 円でございます。更新いたします車両は、取手市非常備車両更新計画に基づき更新

するもので、小堀地区を管轄する第９分団が使用する、運用開始から 29 年が経過した消

防団ポンプ自動車になります。取得する車両は、総重量 3.5 トン未満の消防団ポンプ自動

車で、昨年度から取手市で導入し始めた車両でございます。一番の特徴としましては、準

中型免許が新設された以降に普通自動車免許を取得された方でも運転できる消防団ポンプ

自動車となります。従来の消防団ポンプ自動車は、総重量が４トンを超えており、準中型

免許が平成 29 年３月 12 日に新設され、それ以前に普通自動車免許を取得された方であれ

ば運転が可能でありましたが、準中型免許が新設されてから普通免許を取得された方は、

従来の消防団ポンプ自動車を運転することはできませんでした。今回導入する車両は 3.5

トン未満であり、準中型免許が新設されてから普通免許を取得された方でも運転が可能と

なります。また、小型化したことで機動性がさらに高くなり、狭い道路や住宅街でも迅速

かつ安全に活動することが可能となり、コンパクトな車両でありながら、積載能力や消火

能力も従来の消防団ポンプ車と比較しても遜色なく、十分な性能を有しております。地域

防災の要となる消防団のポンプ自動車を更新することで、地域防災力の向上が図られると

ともに、消防団員のモチベーションの向上にもつながり、複雑多様化する災害に対し、迅

速かつ的確な消防活動が期待されるところでございます。議案第 32 号から第 30 号までの

説明は以上となります。 

○建設部長（原部英樹君）　建設部、原部です。議案第 36 号、ＬＥＤ防犯灯の取得につ

いて（追認）について、御説明をいたします。初めに、契約事項について御説明いたしま

す。契約の相手方は、ＩＢＪＬ東芝リース株式会社です。取得金額は１億 4,456 万 6,100

円となっております。議案書２ページ目をお開きください。取得方法ですが、本件の賃貸

借期間は平成 24 年４月１日から令和４年３月 31 日までの 10 年間で、賃貸借契約の期間

満了後は、無償譲渡により財産を取得するものです。 

先ほど、議案第 31 号、藤代スポーツセンターＬＥＤ照明器具の取得についてで、教育

部長からも説明がありましたが、これまで、当市としましては、賃貸借期間満了後に取得

する財産は無償譲渡であり、財産の取得に係る議決は不要であると認識をしておりました。

しかしながら、他自治体で同様の契約において、財産の取得に係る追認の議決を求めてい

た事実を確認したことから改めて精査したところ、本契約は実質的には財産の割賦販売に

よる取得と解釈するのが適当であると判断をいたしました。このため、このＬＥＤ防犯灯

の取得については、議会の議決に付すべき財産の取得に係る議決事項に当たりますが、地

方自治法第 96 条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例第３条の規定による議会の議決を得ていないことから、追認議案として議会の

議決を求めるものでございます。議案第 36 号についての説明は以上となります。 

続きまして、議案第 37 号、ＬＥＤ防犯灯の取得について（追認）について御説明をい
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たします。初めに、契約事項について御説明いたします。契約の相手方は三井住友ファイ

ナンス＆リース株式会社です。取得金額は１億 2,796 万 3,176 円となっております。議案

書２ページ目をお開きください。取得方法ですが、本件の賃貸借期間は令和４年４月１日

から令和 14 年３月 31 日までの 10 年間で、賃貸借契約の期間満了後は無償譲渡により財

産を取得するものです。このＬＥＤ防犯灯の取得については、議案第 36 号で御説明いた

しました内容と同様の判断をいたしましたことから、追認議案として議会の議決を求める

ものでございます。議案第 37 号についての説明は以上となります。 

続きまして、議案第 38 号、ＬＥＤ防犯灯の取得に係る議決事項の変更について、御説

明いたします。先ほど御説明いたしました第 36 号のＬＥＤ防犯灯の取得につきましては、

297万9,900円の追加契約を締結しております。変更後の取得金額は、１億4,754万6,000

円となっております。議案書２ページ目をお開きください。現地精査や追加設置の要望な

どによりまして、ＬＥＤ防犯灯 200 灯を追加したものです。このため、取得する財産の金

額に変更が生じるため、議案第 36 号に併せて、議決事項の変更の追認議案として議会の

議決を求めるものでございます。議案第 38 号についての説明は以上となります。 

続きまして、議案第 39 号、ＬＥＤ防犯灯の取得に係る議決事項の変更について（追認）

についての御説明をいたします。先ほど御説明いたしました、議案第 37 号のＬＥＤ防犯

灯の取得につきましては、69 万 6,300 円増額となる変更契約を締結しております。変更

後の取得金額は、１億 2,865 万 9,476 円となっております。 

議案書２ページ目をお開きください。設置場所の現地精査により、特殊金具アタッチメ

ントなどを追加したものです。このため、取得する財産の金額に変更が生じるため、議案

第 37 号に合わせて、議決事項の変更の追認議案として議会の議決を求めるものでござい

ます。議案第 39 号についての説明は以上となります。 

○財政部長（海老原輝夫君）　財政部、海老原です。議案第 40 号、令和８年度取手市一

般会計補正予算（第１号）につきまして、御説明いたします。議案書と併せましてお配り

しております、令和８年度一般会計６月補正予算（案）の概要の１ページを御覧ください。

今回の補正予算の基本的な考え方ですが、大きく２点ございます。１点目に、最高裁判決

等を踏まえた生活保護費等の追加給付、２点目に、新川第１排水機場除じん機改修工事、

以上、２つの考え方に基づき補正予算を計上しております。 

中段にございます。１、補正予算の規模を御覧ください。今回の補正予算は、既定の歳

入歳出予算の総額に、それぞれ１億 4,210 万 9,000 円を増額し、予算総額を 500 億 5,210

万 9,000 円とするものです。 

続きまして、補正予算の内容について説明させていただきます。説明は、議案書に基づ

き、歳入、歳出、債務負担行為、地方債の順番で、各担当部長から御説明いたします。ま

た、歳出の補正に伴う歳入の補正につきましては、歳出の説明の際に、そちらも併せて御

説明させていただきます。それでは、財政部所管の歳入予算の補正内容を御説明申し上げ

ます。議案書の７ページを御覧ください。下段の 19 款、繰入金、２項、基金繰入金の、

財政調整基金繰入金は、今回の補正の財源調整により、2,954 万 8,000 円を増額するもの

です。 
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続きまして、財政部所管の歳出を御説明いたします。９ページを御覧ください。２款、

総務費、１項、総務管理費のうち、上段の庁舎の管理に要する経費は、令和８年 10 月１

日から、市役所窓口、電話受付の時間を短縮するに当たりまして、業務時間外の電話での

問合せに対応するため、音声案内アナウンス装置を購入するための経費、333 万 2,000 円

を計上しております。財政部所管の説明は以上でございます。 

○政策推進部長（渡来真一君）　政策推進部、渡来です。続きまして、政策推進部所管に

ついて御説明します。 

補正予算書９ページ、２款、総務費、１項、総務管理費の企画事務に要する経費として、

70 万 1,000 円の増額を計上しております。令和８年 10 月１日から窓口・電話の受付時間

変更に伴いまして、各庁舎で必要な計上を行うための物品を購入する予算を計上させてい

ただくものです。今後、これらの物品を活用しまして、各庁舎において、ポスターパネル

を活用した掲示を行うほか、各課のカウンターや廊下の壁面などに掲示を行い、周知を図

ってまいります。 

なお、お知らせの内容としては、導入の 10 月までと 10 月以降では表現を変えまして、

引き続き掲示を続けていくことで、市民の皆様への浸透を図ってまいりたいと考えており

ます。政策推進部所管の説明は以上です。 

○総務部長（立野啓司君）　総務部、立野です。続きまして、総務部所管について御説明

いたします。補正予算書９ページ下段を御覧ください。２款、総務費、１項、総務管理費、

自主防災組織に要する経費、コミュニティー助成事業助成金です。一般財団法人自治総合

センターが実施するコミュニティー助成事業の自主防災組織育成事業に、戸頭町会自主防

災会が助成を申請し、採択を受けました。助成金は、市を経由して戸頭町会自主防災会に

交付することから、助成決定額 200 万円を計上するものです。なお、本事業の歳入につき

ましては、諸収入の、コミュニティー助成事業補助金として 200 万円を計上しております。

説明は以上でございます。 

○健康福祉部長（飯山貴与子君）　健康福祉部、飯山です。続きまして、健康福祉部所管

について説明します。補正予算書 10 ページを御覧ください。３款、民生費、１項、社会

福祉費、中国残留邦人支援事業に要する経費は、扶助費 44 万 1,000 円を増額しておりま

す。これは、国が平成 25 年に行った生活保護の基準改定によって、保護費が減額された

ことについて、最高裁判決により、処分が取り消され、生活保護費が減額された生活保護

受給世帯に対し、追加給付を行うこととなり、生活保護法の規定の例による、中国残留邦

人等の支援給付世帯に対しても追加給付を行うものです。この歳出増に伴う歳入として、

国庫負担金４分の３の 33 万円を増額しております。 

次に、その下の、ウェルネスプラザ管理運営に要する経費は、当初予算に計上していた、

ウェルネスプラザ用の備品が、物価高騰の影響を受けたことにより、28 万円増額するも

のです。この歳出に伴う財源として、公益財団法人からの支援金が決定したため、歳入と

して、雑入 100 万円の増額補正を行い、併せて財源充当を行うものであります。 

次に、11 ページを御覧ください。３項、生活保護費、生活保護事務に要する経費は、

最高裁判決等を踏まえた保護費等の追加給付事務に要する経費として、456 万 8,000 円を
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増額しております。これは、先ほども申し上げましたとおり、最高裁判決により、保護費

減額処分が取り消され、対象となる生活保護受給世帯や中国残留邦人等の支援給付世帯に

対する追加給付に伴う事務費となります。この歳出増に伴う歳入として、国庫補助金 10

分の 10 の 456 万 8,000 円を増額しております。 

続きまして、その下の生活保護に要する経費は、最高裁判決により、保護費減額処分が

取り消され、対象となる生活保護受給世帯へ追加給付する扶助費として、7,000 万円を増

額しております。この歳出増に伴う歳入として、国庫負担金４分の３の 5,250 万円を増額

しております。続きまして、12 ページを御覧ください。４款衛生費、１項保健衛生費、

母子保健に要する経費は、特定不妊治療関係費として 140 万円を増額しております。本事

業は、取手市こども計画に基づき、安心して妊娠・出産できる環境の構築を推進するため、

昨年度より、不妊治療にかかる経済的負担の軽減を図ることを目的として、治療費の一部

を助成してまいりました。今回は、県の補助事業を活用して、保険適用外となる４回目以

降の生殖補助医療に対し、１回の治療期間につき最大 10 万円を通算２回まで助成し、内

容の拡充を図るものです。この歳出増に伴う歳入として、県補助金を 140 万円計上してお

ります。健康福祉部所管の説明は以上です。 

○まちづくり振興部長（森川和典君）　まちづくり振興部、森川です。続きまして、まち

づくり振興部所管の歳入・歳出補正予算について御説明いたします。 

補正予算書 12 ページ下段の５款、農林水産業費、１項、農業費、土地改良事業に要す

る経費、3,000 万 8,000 円の増についてです。久賀地区湛水防除施設管理運営協議会にお

いて維持管理を行っている、新川第１排水機場除じん機スクリーン交換工事のため、

3,000 万 8,000 円を計上しております。この新川第１排水機場除じん機は、竣工後 35 年

が経過しており、老朽化が著しいことから、除じん機スクリーンの交換工事を行うもので

す。なお、この事業の財源として、歳入においては、県補助金の農業水路等長寿命化・防

災減災事業交付金を 1,920 万円、市債の土地改良事業債 510 万円、つくばみらい市及び福

岡堰土地改良区からの負担金 508 万円を計上しております。本来であれば、当該事業は、

久賀地区湛水防除施設管理運営協議会で実施する事業でありますが、補助の実施要綱上、

法人格を持たないため、事業主体となれないことから、取手市が代わって事業実施主体と

なり、工事を実施いたします。工事負担金については、構成団体であります取手市・つく

ばみらい市・福岡堰土地改良区の負担割合に応じて、工事負担金を徴収するものです。ま

ちづくり振興部の説明は以上です。 

○教育部長（飯竹永昌君）　教育委員会、飯竹です。続きまして、教育委員会所管につい

て御説明いたします。補正予算書 13 ページ中段を御覧ください。９款、教育費、１項、

教育総務費、学力向上推進事業に要する経費、2,296 万 8,000 円を増額計上しております。

本年度、当初予算に計上している生成ＡＩ英語学習アプリ導入事業における英語学習アプ

リケーション使用料につきまして、国の地域未来交付金の交付対象事業として採択を受け

たことから補正するものです。本交付金は、導入時に、３年分のランニングコストも含め

て補助対象経費にすることが可能なため、２年目・３年目の事業を増額するものです。こ

れに伴う歳入としまして、国庫補助金の地域未来交付金 1,712 万 3,000 円の増額を計上し
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ております。 

続きまして、その下、５項、社会教育費、放課後児童対策事業に要する経費、641 万

1,000 円の増額を計上しております。当該経費につきましても、当初予算に計上している

放課後子どもクラブ業務のデジタル化事業における施設利用オンライン申請システム使用

料及び業務支援システム使用料につきまして、国の地域未来交付金の交付対象事業として

採択を受けたことから補正するものです。本交付金は、導入時に３年分のランニングコス

トも含めて補助対象経費にすることが可能なため、２年目・３年目の事業を増額するもの

です。これに伴う歳入としまして、国庫補助金の地域未来交付金、516 万円の増額、市債

のデジタル活用推進事業債 90 万円の減額を、それぞれ計上しております。歳入歳出補正

予算の説明は以上となります。 

続きまして、補正予算書４ページを御覧ください。第２表、債務負担行為補正について、

御説明いたします。英語学習アプリケーション使用料につきましては、先ほど御説明いた

しました国の交付金の対象となったことから、事業実施に係る３か年度分の経費を導入初

年度である令和８年度に一括で計上するため、限度額をゼロ円に変更するものです。 

続きまして、放課後子どもクラブ施設利用オンライン申請システム使用料及び放課後子

どもクラブ業務支援システム使用料につきましても、先ほど御説明いたしました国の交付

金の対象となったことから、事業実施に係る３か年度分の経費を、導入初年度である令和

８年度に一括で計上するため、限度額をゼロ円に変更するものです。債務負担行為補正の

説明は以上となります。 

続きまして、議案書５ページを御覧ください。第３表、地方債補正は、歳入歳出予算に

係る説明にありましたとおり、土地改良事業、及びデジタル活用推進事業の限度額を補正

するものです。以上が、議案第 40 号、令和８年度取手市一般会計補正予算（第１号）の

説明となります。 

続きまして、報告第１号、令和７年度取手市一般会計予算の継続費に係る繰越計算書に

つきまして御説明いたします。御手元にお配りしております議案書を御覧ください。こち

らにつきましては、継続費を設定している事業であります、都市計画道路再検討調査事業

に係る繰越計算書を調製いたしましたので、御報告申し上げるものであります。 

続きまして、報告第２号、令和７年度取手市一般会計予算の繰越明許費に係る繰越計算

書につきまして、御説明いたします。お手元にお配りしております議案書を御覧ください。

こちらにつきましては、繰越明許費を設定している事業であります、防犯カメラ設置補助

事業のほか、37 件の繰越事業に係る繰越計算書を調製いたしましたので、ご報告申し上

げるものであります。 
○都市整備部長（浅野和生君）　都市整備部、浅野です。続きまして、都市整備部所管の

報告第３号、令和７年度取手市取手駅西口都市整備事業特別会計予算の繰越明許費に係る

繰越計算書につきまして、ご説明申し上げます。お手元にお配りしております、議案書の

繰越計算書の主な内容といたしましては、昨年４月に契約した取手駅北土地区画整理事業

の換地処分を含めた換地関連業務全般の手続などを行う業務委託契約の完了払い分と、今

年の２月に契約をいたしました取手駅西口Ａ街区複合公共施設の基本計画策定等を支援す
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る業務委託契約の完了払い分となります。都市整備部所管は以上でございます。 

○総務部長（立野啓司君）　総務部、立野です。報告第４号から報告第６号につきまして

は、取手市の出資法人であります、文化事業団、健康福祉事業団、農業公社につきまして、

昨年度の決算報告書及び今年度の事業計画を報告するもので、冒頭で市長が提案理由とし

て申し上げたとおりでございます。 

以上で、令和８年第２回取手市議会定例会に提案させていただきます各議案につきまし

てのオンライン説明を終了させていただきます。何とぞ、よろしくご審議賜りますよう、

お願い申し上げます。 


